
門真市パークイノベーション計画策定の目的 

 

 

１．計画の策定目的 

 本市においては、都市公園法に基づく公園など合わせて 165 の公園を管理しているが、市

民１人当たりの公園面積が少ないことや、進行する施設の老朽化など公園に関する多くの

課題を抱えている。 
このような中、地域のニーズを踏まえ、公園に「役割」や「機能」を持たせ、個々の公園の

違いを明確化するとともに、リニューアル等に合わせた利用の活性化並びに機能及び施設

の統廃合による管理コストの低減を図り、限りある財源でさらなる市民の憩いの場となる

公園を提供するための実施計画を策定する。 
 

２．計画の位置づけ 

■「門真市みどりの基本計画」 

 令和２年３月に改定した「門真市みどりの基本計画」において、「公園の適正配置の検討」

「地域ニーズに応じた公園のリニューアル」を施策の一つとして位置付けており、本計画は

これに基づき策定するもの。 

 

【図 門真市みどりの基本計画における本計画の位置づけ】 
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